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秋田県社会保険協会からのお知らせ

・

・

・

・

「説明会」参加申込書

主　催　　一般財団法人 秋田県社会保険協会
【共催】　日本年金機構（県内各年金事務所）・全国健康保険協会秋田支部

秋田県社会保険協会　〈〒０１０―０００１ 秋田市中通６－７－９〉
TEL：０１８‐８３１‐６２0５　　FAX：０１８‐８３２‐３６８１

申込み・
問い合わせ先

県内の年金事務所または全国健康保険協会秋田支部で厚生年金保険・健康保険の適用
を受けている事業所に勤務されている方（健康保険組合に勤務されている方を含む）

無料（テキストは主催者が当日配布します）　

年金事務所職員・全国健康保険協会秋田支部職員及び保健師

下記の参加申込書にご記入のうえ、郵送またはFAXによりお申し込みください。

【健康保険と年金のしくみと事務手続き】

参加対象者

参 加 費 用

申 込 方 法

講 師

社会保険事務説明会の開催社会保険事務説明会の開催
参加無料

開　催　日　時 会　　　　　　　場 申込期限 定　員

　新たに社会保険に加入された事業所において社会保険事務を担当されている方、また、新しく社会
保険事務を担当された方を主な対象として、次により「社会保険事務説明会」を開催します。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

日程・会場・申込期限
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・・制度の普及に関する主な事業

・社会保険関係団体の活動支援

・平成28年度一般会計収入・支出決算

・健康増進に関する事業

健康管理講座

新任担当者事務説明会

平成28年度社会保険協会事業・決算を承認
　平成28年度における社会保険協会の事業経過報告及び決算報告について、６月13日に開催された
理事会及び評議員会において、次のとおり承認されました。

秋田県
秋田市中通 6－7－9
TEL018-831-6205

　会員事業所さま向けの優待事業として、この度、次の施
設を利用される場合に、宿泊料金等の割引が受けられる
「施設利用会員証」を発行することになりました。出張や
ご家族での旅行などにご利用ください。
　会員証を希望される場合は、当協会ホームページから
「施設利用会員証交付申込書」をダウンロードし、必要事
項を記入のうえ郵送してください。
　優待施設・優待内容・予約申込み方法等の詳細について
は、当協会ホームページの「会員限定特典ページ」（施設
利用会員証）に掲載しておりますのでご覧ください。
　また、プリンスホテル優待プランについては、専用Web
サイトのバナーをクリックして入りますが、「施設利用会
員証」をお送りするときにお知らせする「パスワード」に
より、専用Webサイトにログインして閲覧や予約申込みを
することができます。

●船員保険会運営の４施設
・鳴子やすらぎ荘（宮城県）・サンポートみさき（神奈川県）
・箱根嶺南荘（神奈川県）・やいづマリンパレス（静岡県）
●ホテル法華クラブグループの17施設
・ホテル法華クラブ（札幌･函館･仙台･浅草･京都、ほか12施設）
●高輪・品川プリンスホテルグループの４施設
・グランドプリンスホテル高輪　・グランドプリンスホテル新高輪
・ザ・プリンスさくらタワー東京　・品川プリンスホテル
●プリンスホテル優待プラン
　全国のプリンスホテル、スキー場、ゴルフ場等
●湯快リゾート株式会社の各施設
　詳細は当協会ホームページから

※「施設利用会員証」の交付申込みには、次のものを同封して必ず郵送
でお願いします。
　①「施設利用会員証」交付申込書
　②８２円切手を貼り送付先を記載した返信用封筒
※希望枚数は１事業所１０枚程度までとさせていただきます。

「施設利用会員証」を発行します
全国の対象施設◀施設利用会員証：名刺サイズ
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全国健康保険協会からのお知らせ
協 会 け ん ぽ

保険証は診察を受ける都度、
病院等の窓口にご提示ください。

健康
保険
証

仕事中や通勤途中の病気やケガには
保険証は使用できません。

重複受診（はしご受診）はやめましょう。

A病院 B病院

私用中の交通事故等が原因で保険証を
使用して受診される場合は、「第三者等の行為によ
る傷病届」の提出が必要となる場合があります。

被扶養者状況リストは７月３１日までご提出ください

７月中旬より
　　　　　マイナンバー制度による情報連携が開始されます

　健康保険の被扶養者資格を再確認させていただくため、事業主の皆さまに「被扶養者状況リスト」をお送りしております。
平成２９年７月３１日まで郵送にてご提出くださいますようお願いします。　

　　被扶養者の方
が現在も該当する
かをご確認の上、
被扶養者状況リス
ト等を記入・押印
いただき・・・

　　返信用
封筒に入れ
て

　 ７月３１日(月）
まで郵送してくだ
さい。

　平成29年7月中旬（※）から、高額療養費などの以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要となる
場合に、申請書等にマイナンバーを記入いただいた上で、情報連携を行います。

　ただし、７月から３か月程度は、マイナンバー制度全体で、情報連携の事務処理手続きへの移行を円滑に行う
ことを目的に、「試行運用期間」が設けられています。試行運用期間では、情報連携の結果と添付書類の内容に
違いがないかなどを確認しますので、引き続き従来と同様に添付書類の提出をいただきますようお願いします。
　なお、本年秋頃には本格運用が開始され、一部の添付書類が不要になる予定です。

≪マイナンバーをご記入いただくことにより、情報連携を行う申請≫
　　○高額療養費の申請（低所得者のみ）
　　○高額介護合算療養費の申請（低所得者のみ）
　　○基準収入額適用申請
　　○食事及び生活療養標準負担額の減額申請（低所得者のみ）
　（注）情報連携のためにマイナンバーの記入が必要となるのは、非課税証明書等の添付が必要な方の場合です。

適正受診を心掛けましょう
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「健康経営宣言事業所」の詳細については・・・
協会けんぽ秋田支部のホームページをご覧ください

協会けんぽ秋田支部では引き続き「健康経営宣言」にエントリーしてくださる事業所様を募集しております。ぜひ、
下記「お問い合わせ先」までご連絡ください。

今のお薬より低価格、お薬代の負担軽減や医療費の削減につながり、
保険料の伸びを抑えることができます。

飲みやすく改良されているものもあります。

不安なときは短期間の「お試し」もできます。

国の厳しい試験や基準をクリアし、新薬に代替できる品質・有効性・
安全性を有するお薬です。

※どの程度安くなるかは、薬の種類やメーカーによって様々です

（写真右が健康保険組合連合会秋田連合会播磨屋会長、左が協会けんぽ秋田支部中田支部長）

健康
経営

新規健康経営宣言事業所をご紹介します
　平成２９年３月以降に「健康経営宣言事業所」として新規に認定された事業所様をご紹介します。
現在、１３９事業所様が従業員の方の健康づくりに取り組まれています。

健康保険組合連合会秋田連合会と協会けんぽ秋田支部は、加入者の皆さまの健康増進
等に協力連携してまいります

　平成２９年４月１２日、健康保険組合連合会秋田連合会と協会けんぽ秋田支
部は「健康づくり等の推進に向けた包括的連携に関する協定書」の締結式を行
いました。それぞれ独自に行っていた健康づくり事業を、今後は相互に連携及
び協力し合い、事業所様、加入者様の健康増進に向けた取り組みをおこなって
まいります。

上手に使おう『ジェネリック医薬品』
　ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは、新薬（先発医薬品）と同じ主成分を使い、効き目や安全性が先発医
薬品と同等であると国から承認された低価格なお薬のことです。使ってみたいときは、医師や薬剤師にご相談く
ださい。

ジェネリック医薬品希望
シールもご利用ください
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日本年金機構からのお知らせ
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保険料納付済等期間：２８年

保険料納付済等期間：１５年

保険料納付済等期間：１５年
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日本年金機構からのお知らせ

世代を超える。
今だからこそ、伝えたい。
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厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申請書について

Ｑ 　第一子出産後、育児休業が終了し、勤務時間短縮の措置
を受けて働く予定です。何か届出が必要ですか。

Ａ　　　　次世代育成支援の拡充を目的として、養育期
　　　間の従前標準報酬額のみなし措置が設けられて
います。これは、子どもが3歳までの間、勤務時間短
縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額
が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額
に基づく年金額を受け取ることができる仕組みです。
　被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬
月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計
算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に
影響しないようにするための措置です。

　対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から
3歳到達日の翌日の月の前月まで等です。
　3歳未満の子を養育する被保険者または被保険者で
あった者で、養育期間中の各月の標準報酬月額が、養
育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、被保険
者が「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出
書」を事業主を経由して提出します。
　詳しくは、お近くの年金事務所厚生年金適用調査課
へお問い合わせください。

「
お
も
て
な
し
」



▲
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内
で
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第171回　歯や口腔内の健康は全身の健康です
　“噛む”という行為は全身の健康と深いかかわりがあります。よく噛んで食べる習
慣を持つことは生涯を通じた健康づくりにつながります。また“むし歯”だけを意識
するのではなく“歯周病”が全身へ及ぼす影響は非常に重大です。歯科健診を定期的
に受け、健康管理に努めましょう。

★ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル

★ねんきんダイヤル（年金全般に関する相談）

年金についての相談やお問い合わせ先

平成29年７月 平成29年８月
日 月 火 水 木 金 土

保険料の納期内納入にご協力ください保険料の納期内納入にご協力ください 月末には社会保険料振替口座の残高確認を
お願いします。

休日・夜間の年金相談窓口をご利用ください

一般財団法人秋田県社会保険協会

日 月 火 水 木 金 土
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